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10 月は「年次有給休暇取得

促進期間」です 

 

厚生労働省は、毎年 10 月を

「年次有給休暇取得促進期間」と

位置づけ、労働者の年次有給休暇

取得を促進するための広報・啓発

活動を展開しています。 

年次有給休暇は働く人の心身の

健康保持や生活の質の向上にとっ

て重要な制度であり、働き方改革

を推進するうえでも欠かせないも

のです。取得率は約 65％にとどま

っており、政府は 2028 年度まで

に 70％の達成を目指しています。

企業においては、促進期間を一つ

の機会として、取得率向上に向け

た取組みが求められます。 

 

 

◆年次有給休暇の年５日取得義務

の確実な履行 

 

労働基準法の改正により、2019

年４月から使用者は年次有給休暇

が 10 日以上付与される労働者に

対し、５日の年次有給休暇を取得

させる義務を負っています（労働

基準法第 39 条第７項）。 

この義務は、雇用形態にかかわ

らず該当するすべての労働者が対 

 

 

象です。取得義務を果たしていな

い場合には、30 万円以下の罰金が

科されることもあるため、法令を

遵守した確実な管理が求められま

す。 

年次有給休暇の取得促進には、

計画的な業務運営や休暇の分散化

に役立つ「年休の計画的付与制

度」や、働く人の事情に応じた柔

軟な休み方を可能にする「時間単

位年休」の活用も考えられます。 

 

 

◆取得しやすい職場環境の整備を

進める 

 

取得を促進するためには、計画

的付与制度の活用や繁忙期を避け

た時期の調整、管理職への周知な

どが有効です。また、業務の割振

りや職場内の雰囲気づくりといっ

た面からも、取得しやすい環境を

整備していく必要があります。 

こうした取組みは、働く人の健

康維持にとどまらず、モチベーシ

ョンの向上や職場の定着率の改善

にもつながるものと考えられま

す。 

企業は、制度の趣旨を踏まえ、

年次有給休暇の取得が円滑に進む

ような体制づくりを進めることが

求められます。 

毎月５日発行 
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